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○ 都道府県障害者計画（かながわ障がい者計画）

国の「障害者のための施策に関する基本的な計画」（障害者基本計画）を基本として

策定する障害者施策の基本的な事項や理念を定める計画

所管府省：内閣府

根拠法律：障害者基本法

計画期間：平成31（2019）年度～令和５（2023）年度 ※５か年

障害者計画と障害（児）福祉計画の統合について

○ 都道府県障害（児）福祉計画（神奈川県障がい福祉計画）
国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な

指針」（基本指針）に即して策定する障害福祉サービスに関する実施計画

所管府省：厚生労働省

根拠法律：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

計画期間：令和３（2021）年度～令和５（2023）年度 ※３か年
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現在、別々に策定されている以下２つの計画について、統合を検討している。



〇基本理念、成果目標、目標達成のための方策等において、内容が重複している。

（１） ２つの計画は内容が一部重複し、期間も異なっており、分かりにくい
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現状の課題と統合による得られる効果

（２） 障害（児）福祉計画は検証する期間が短い
〇障害（児）福祉計画は、３か年計画のため、２か年の取組実績で効果検証を実施することになる。

２か年という期間は検証には短く、次期計画に現行計画の反省点等を十分に反映できない。

例えば、次の取組の効果検証は、２年間では十分な検討は困難である。

・ 施設入所者の地域生活移行の促進
・ 精神病床における長期入院者の退院促進

〇障害者計画は、５か年計画のため検証期間が確保され、中長期的な視点で計画を検証・改定

することが出来ている。

・ 名称及び内容の近い計画の１本化に伴う、県民への分かりやすさ向上

・障がい者に関する施策やサービスを、総合的・計画的に推進することが可能

・計画期間を障害者計画に合わせることにより、目標設定と目標達成に向けた

施策を、中長期的な視点で検討することが可能

統合

統合
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全国の計画策定状況と国の方針

３年 ５年 ６年 その他

①障害（児）福祉計画の現行の期間 1,767 6 9 3

統合 未統合

③２つの計画の統合状況 1,271 513

５年 ６年 その他

②障害者計画の現行の期間 243 899 629

障害（児）福祉計画の期間は、３年を基本としつつ、地方自治体が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響

の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とすることとしたい。～（略）～必要があると認めるときは、計画期

間途中であっても見直しを行うことを基本指針において明確化するものとする。

≪参考①≫ 社会保障審議会障害者部会の対応方針（案）抜粋

厚生労働省及び内閣府のアンケート調査結果（Ｒ３） ※都道府県及び市町村数

≪参考②≫ 障害者政策委員会の対応方針（案）抜粋
～（略）～ 障害者計画の策定については、障害者基本法第11条第２項及び第３項において、障害者基本計画

を基本とする旨定められているが、都道府県障害者計画及び市町村障害者計画について、計画の期間、変更

時期及び計画に規定すべき具体的な内容は定められておらず、各地方公共団体が地域の実情に応じて定め

ることが可能である。
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県内市町村の計画策定状況

（１） ６か年の統合計画としている市町村（１５市町村）

（２） ３か年の統合計画としている市町村（７市町）

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市、南足柄市、大磯町、中井町、
松田町、山北町、箱根町、清川村

茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町

（４） 計画を統合していない市町村（９市町）

平塚市、小田原市、秦野市、大和市、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町、愛川町

（３） その他年数の統合計画としている市町村（２町）

葉山町、二宮町



6

計画の統合及び計画の年数（案）

次期の障害者計画と障害（児）福祉計画の策定年度が重なること、また、当事者目線の

障害福祉推進条例を制定したことを契機に、より実効性の高い総合的な計画とするため、

両計画を統合し、６か年計画として策定することとしたい。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 

障害者基本計画（第５次） 障害者基本計画（第６次） 障害者基本計画（第７次）

障害者計画・障害（児）福祉計画 障害者計画・障害（児）福祉計画

内閣府

厚労省 基本指針 基本指針 基本指針 基本指針

県

※ 一体的に策定する障害（児）福祉計画に該当する部分は、国の基本指針に即して、３年目に中間見直し

を実施するとともに、国の障害者基本計画の策定に合わせ、必要に応じて時点修正を行う。

中間見直し 中間見直し改定 改定 改定

基本指針
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当事者目線の障害福祉推進条例に基づく「基本的な計画」の策定

当事者目線の障害福祉推進条例において、当事者目線の障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画（基本計画）
を策定することとしている。

条例の基本理念 当事者目線の障害福祉の推進（障害を理由とした差別・虐待の防止、希望する生活の実現、地域共生社会の実現が目的）

第８条：当事者目線の障害福祉を推進するための基本的な計画（基本計画）を策定する

※「基本的な計画」=具体的な実行プラン
条例の基本計画

※ 各市町村、関係者、当事者との議論を十分に実施した上で原案を策定し、神奈川県障害者施策審議会において決定する。計画に盛り込む
内容のイメージ

・策定の背景、位置づけ

・基本理念と方針

・計画の期間

・計画の進め方

・障害者の定義

・「憲章」と「条例」

・「当事者目線の障害福祉」

・「ともに生きる社会」

・国の動向

・権利条約、対日審査

・地域間均衡と自立支援協議会

・権利擁護、虐待防止、差別解消

・意思決定支援

・地域移行支援

・相談支援体制

・福祉、医療サービスの充実

(医療的ｹｱ児支援、中核的拠点整備を含む)

・住宅確保、住宅整備、まちづくり

・アクセシビリティ関連(移動、環境、情報)

・防災、防犯、消費者被害の防止

・雇用、就業、経済的自立の支援

・行政機関における配慮

・障害の理解促進、普及啓発

・障害児の教育保障、生涯学習

・障害児の療育と関連支援

・インクルーシブ教育システム

・教育環境の整備

・文化、芸術、スポーツ関連

・余暇、レクリエーション活動関連

・人材確保、人材育成

など

【分野別施策】【総論】 【目標値】

・成果目標

の設定

・サービス

の必要量

の確保

・確保のた

めの方策

・達成状況

と評価
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計画の主な位置付けについて

（２） 都道府県障害者計画（かながわ障がい者計画）

（３） 都道府県障害福祉計画及び障害児福祉計画（神奈川県障がい福祉計画）

障害者基本法第11条第２項に基づき、障がい者及び障がい児の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合
的かつ計画的に推進するため、本県が講ずる障がい者施策に関する基本的な計画としての位置づけ

障害者総合支援法第89条第１項及び児童福祉法第33条の22第１項の規定に基づき、障がい者及び障がい児の地
域生活を支える障害福祉サービス等の提供体制を計画的に確保するための計画としての位置づけ

（１） 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例の基本的な計画
令和５年４月に施行される神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例第８条第１項の規定に基づき、当事者目線の
障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当事者目線の障害福祉の推進に関する基本的な
計画としての位置づけ

（４） その他
ア 障害者文化芸術活動推進法第８条の第１項に基づく「障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」

イ 読書バリアフリー法第８条第１項に基づく「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」

ウ 「難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」
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計画の策定に向けたスケジュール（仮）
R4.12月～R5.3月 R5.4月～6月 R5.7月～9月 R5.10月～R5.12月 R6.1月～3月 R6.4～

県
議
会
へ
の
報
告

県
民
意
見
募
集

(

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト)

県
議
会
へ
の
報
告

県
議
会
へ
の
報
告

計
画
案

計
画
策
定

計
画
の
構
成
案

(６月) (12月) (２月) (３月)

骨子（案）作成 素案作成

(９月)計
画
素
案
①

かながわ障がい者計画 （５か年）

神奈川県障がい福祉計画 （３か年）

統合

市
町
村
と
の
協
議
時
期
は
未
定
で
す
が
、
数
回
実
施
を
予
定
。

障
が
い
当
事
者
等
関
係
団
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、

計
画
策
定
の
進
捗
に
応
じ
て
、
丁
寧
に
実
施
し
ま
す
。

〇 〇

①５月 ②７月 ③11月 ④２月〇２月

（県）障害者施策審議会

現
行
計
画
の
総
括
①

計
画
素
案
②

計
画
の
骨
子
案

改定

■ 内閣府：かながわ障がい者計画の基本となる「障害者基本計画」を策定（R5.3末）

■ 厚生労働省：神奈川県障がい福祉計画の指針となる「基本指針」を発出（R5.3末）

現
行
計
画
の
総
括
②

県
議
会
へ
の
報
告


